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■対象者
　県内在住または通学の小学校4・5・6年生
■テーマ
　ふるさと“とちぎ”の未来予想図
～夢の実現に向けて、私が知事になったら、
やりたいこと～
■申込方法　400字詰め原稿用紙1枚にま
とめ、県広報課あて郵送
※詳細は県ホームページをご確認ください。

 https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/pref/
kouhou/iken/jrchiji.html
■申込期限　9月9日㈮
■問い合わせ先　県広報課
　☎028(623)2158

　入園申込書は、こども福祉課と各施設で8月24日㈬か
ら配付します。
1号認定（教育標準時間認定）
■申込期間
　9月1日㈭～30日㈮
■申し込み先　希望する施設
2・3号認定（保育標準時間認定・保育短時間認定）
■申込期間
　10月3日㈪～31日㈪
■申し込み先　こども福祉課
※入園説明会や施設見学会の日程につい
ては、各施設に直接お問い合わせください。
■問い合わせ先
　こども福祉課　☎(32)8903

■応募資格
　次の①～③の要件を全て満たす方
①市内に住所を有し、選挙権を有する方
②市で設置する他の審議会等の委員でない方
③会議に出席できる方
■報酬
　日額6,000円（委員長7,000円）
■応募方法
　総務人事課または市ホームページから取得した
応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、FAX、
電子メールまたは直接提出
※応募用紙は返却しません。
■募集期間　8月1日㈪～31日㈬
■選考　書類審査後、結果を応募者全員に通知
■申し込み・問い合わせ先
　総務人事課
　☎(32)6065　  (32)8606
　  soumujinji@city.shimotsuke.lg.jp

下野市長等倫理審査会
　市の特別職（市長・副市長・教育長）が「下野
市長等倫理条例」に規定する倫理基準に違反する
疑いがもたれ、市民から調査請求があった場合に、
調査・審議する機関です。
下野市職員倫理審査会
　市の職員が「下野市職員倫理条例」に規定する
倫理原則に基づき、職員から倫理審査案件報告書
または贈与等報告書の提出がされた場合に、調査・
審議する機関です。
共通事項
　委員は両委員会を兼務します。公募委員のほか、
法律または倫理に関する学識経験者を含め、5名
以内で構成します。
■公募人数　2名
■会議　調査請求などがあった場合に開催
■任期　2年間
　（令和4年11月25日～令和6年11月24日）

下野市長等倫理審査会委員・下野市職員倫理審査会委員の公募

保育園・認定こども園
令和5年度の入園申し込み

「ジュニア知事さん」
作文募集

ヨガ・エアロビクスなどの運営者募集

　ヨガやエアロビクスなどの運営者（インストラ
クター）を募集します。市民の健康維持・増進の
ため、ゆうゆう館でインストラクターのお仕事を
始めませんか。
■内容　ヨガやエアロビクスなど、市民の健康増
進・体力向上・ストレス解消に寄与できる活動

■場所　ゆうゆう館
■開始時期　10月中旬
■申し込み・問い合わせ先
　社会福祉協議会
　☎(43)1231
　  info@shimotsuke-syakyo.or.jp

広報しもつけ　2022.8
Shimotsuke34


